
�愛媛県告示第１６４号
次のように瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第

１１０号。以下「法」という。）第５条第１項の規定に基づく

特定施設の設置の許可の申請があった。

なお、法第５条第３項に規定する書面は、愛媛県庁及び新

居浜市役所において告示の日から３週間公衆の縦覧に供する

。

平成１６年１月３０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 申請者の名称、住所及びその代表者の氏名

東京都港区新橋五丁目１１番３号

住友金属鉱山株式会社

代表取締役 福島孝一

２ 事業場の名称及び所在地

新居浜市西原町三丁目５番１号

住友金属鉱山株式会社ニッケル工場

３ 特定施設に関する事項

４ 汚水等の処理施設に関する事項

平成１６年１月３０日金曜日 第１５２８号

発 行 愛 媛 県
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告 示

特 定 施 設 の 種 類
水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令
第１８８号。以下「政令」という。）別
表第１第６２号 ホ廃ガス洗浄施設

特 定 施 設 の 能 力 １分当たり４ノルマル立方メートル処
理

工事の着手予定年月日 許可後直ちに

工事の完成予定年月日 着手後１ヶ月

使用開始の予定年月日 完成の翌日

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使
用時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変
動の概要 無 し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 １

最大 ０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １０

最大 １５

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２０，０００

最大 ３０，０００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３

最大 ５

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．１

最大 ０．１

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １０

最大 １０

設 置 年 月 日 昭和５０年７月１０日

処 理 施 設 の 種 類 化学処理

処 理 施 設 の 型 式 中和凝集沈殿法

処 理 施 設 の 構 造 鉄製＋ゴムライニング

毎週（火・金）曜日発行 第１５２８号 平成１６年１月３０日愛 媛 県 報
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５ 事業場から排出される汚水等の汚染状態の通常の値及び

最大の値並びに汚水等の１日当たりの量

� 南排水口

� 北排水口

�������
�愛媛県告示第１６５号
次のように瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第

１１０号。以下「法」という。）第８条第１項の規定に基づく

特定施設の構造等の変更の許可の申請があった。

なお、法第８条第３項において準用する法第５条第３項に

規定する書面は、愛媛県庁及び東予市役所において告示の日

から３週間公衆の縦覧に供する。

平成１６年１月３０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 申請者の名称、住所及びその代表者の氏名

フジボウ愛媛株式会社

東予市大新田２７２番地

代表取締役社長 橋本光彦

２ 事業場の名称及び所在地

フジボウ愛媛株式会社 壬生川工場

東予市大新田２７２番地

３ 特定施設の種類

水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令第１８８号）別表第

１号第１９号チ、第６４の２号イ及びロ

４ 変更しようとする事項の内容

汚水等の処理の方法

５ 汚水等の処理施設に関する事項

処 理 施 設 の 主 要 寸 法
縦 ２６メートル
横 ５３メートル
高さ ９メートル

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり１，３００立方メートル処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 中和凝集沈殿

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使
用時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変
動の概要 無 し

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 １～１２

最大 １～１２

通常 ７

最大 ５．０～９．０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ９．０

最大 ９．９

通常 ９．０

最大 ９．９

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２，２４０

最大 ４，０００

通常 ２５

最大 ５０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １９．９

最大 ２０

通常 １９．９

最大 ２０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．３

最大 １．５

通常 ０．３

最大 １．５

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １，１００

最大 １，３００

通常 １，１００

最大 １，３００

汚水等の汚

染状態の値

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ７

最大 ５．０～９．０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ６．２

最大 ７．１

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２３

最大 ４５

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １３．３

最大 １５．１

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．２

最大 １．０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ８，２３５

最大 ９，７４５

汚水等の汚

染状態の値

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ７

最大 ５．０～９．０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ３．０

最大 ３．９

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２０

最大 ４０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３

最大 ６

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．１

最大 ０．８

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ８，１２０

最大 ９，６３０

変 更 前 変 更 後

処 理 施 設 の 主 要 寸 法
ばっ気槽
２，９００立方メート
ル

生物処理槽
４，０７７立方メート
ル

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり６，９２０
トン処理

１日当たり２，６００
トン処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式
自然沈降＋中和ば
っ気＋凝沈中和活
性汚泥方式

自然沈降＋嫌気－
好気浮遊循環式生
物処理方式

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

項 目 処理前 処理後 処理前 処理後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常
７．０～８．５
最大

５．１～８．９

通常
７．０～８．５
最大

５．１～８．９

通常
７．０～８．５
最大

５．１～８．９

通常
７．０～８．５
最大

５．１～８．９

愛 媛 県 報平成１６年１月３０日 第１５２８号
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６ 事業場から排出される汚水等の汚染状態の通常の値及び

最大の値並びに汚水等の１日当たりの量

� 第一排水口

� 第二排水口

変更無し

�������
�愛媛県告示第１６６号
次のように瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第

１１０号。以下「法」という。）第８条第１項の規定に基づく

特定施設の構造等の変更の許可の申請があった。

なお、法第８条第３項において準用する法第５条第３項に

規定する書面は、愛媛県庁及び伊方町役場において告示の日

から３週間公衆の縦覧に供する。

平成１６年１月３０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 申請者の名称、住所及びその代表者の氏名

香川県高松市丸の内２番５号

四国電力株式会社

取締役社長 大西 淳

２ 工場・事業場の名称及び所在地

四国電力株式会社 伊方発電所

西宇和郡伊方町九町コチワキ３番耕地４０の３

３ 特定施設の種類

水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令第１８８号）別表第

１第７２号

４ 変更しようとする事項の内容

排出水の汚染状態及び量等の変更

５ 汚水等の処理施設に関する事項

１・２号機総合排水処理装置

３号機総合排水処理装置

６ 事業場から排出される汚水等の汚染状態の通常の値及び

最大の値並びに汚水等の１日当たりの量

１、２号機放水口

汚染状態の

値

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常
６０
最大
１００

通常
２４．８
最大
３９．８

通常
６０
最大
１００

通常
２１．２
最大
３１．０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常
８６
最大
１１６

通常
４２．８
最大
５７．８

通常
８６
最大
１１６

通常
４２．８
最大
５７．８

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常
５６．３
最大
１２０

通常
５６．３
最大
１２０

通常
５６．３
最大
１２０

通常
１７．７
最大
２７．０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常
０．５
最大
１

通常
０．５
最大
１

通常
０．５
最大
１

通常
０．５
最大
１

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常
１，５５５
最大
１，９４０

通常
１，５５５
最大
１，９４０

通常
１，５５５
最大
１，９４０

通常
１，５５５
最大
１，９４０

汚水等の汚

染状態の値

項 目 変 更 前 変 更 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ７．０～８．５

最大 ５．１～８．９

通常 ７．０～８．５

最大 ５．１～８．９

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ２４．８

最大 ３９．８４

通常 ２１．２

最大 ３１

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ４２．８２

最大 ５７．７７

通常 ４２．８２

最大 ５７．７７

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５６．３

最大 １２０

通常 １７．７

最大 ２７

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．５

最大 １．０

通常 ０．５

最大 １．０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １，５５５

最大 １，９４０

通常 １，５５５

最大 １，９４０

変 更 前 変 更 後

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処理前 処理後 処理前 処理後

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常
８４
最大
８６

通常
１０
最大
１５

通常
８４
最大
８６

通常
６．２６
最大
１５

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常
２７
最大
４５

通常
２７
最大
４５

通常
２７
最大
４５

通常
１１．２５
最大
４０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常
２
最大
２

通常
２
最大
２

通常
２
最大
２

通常
０．６６
最大
１

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常
１，４７３
最大
１，６９２

通常
１，４７３
最大
１，６９２

通常
１，４７３
最大
２，０２５

通常
１，４７３
最大
２，０２５

変 更 前 変 更 後

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処理前 処理後 処理前 処理後

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常
９４
最大
９５

通常
１０
最大
１５

通常
９４
最大
９５

通常
６．２６
最大
１５

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常
２７
最大
４５

通常
２０
最大
４０

通常
２７
最大
４５

通常
１１．２５
最大
４０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常
１
最大
１

通常
１
最大
１

通常
１
最大
１

通常
０．６６
最大
１

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常
１，０６５
最大
１，５１５

通常
１，０６５
最大
１，５１５

通常
１，０６５
最大
２，８４５

通常
１，０６５
最大
２，８４５

汚水等の汚

染状態の値

項 目 変 更 前 変 更 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ７．８～８．３

最大 ７．８～８．３

通常 ７．８～８．３

最大 ７．８～８．３

愛 媛 県 報平成１６年１月３０日 第１５２８号
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３号機放水口

�������
�愛媛県告示第１６７号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の

規定により、介護機関を次のように指定した。

平成１６年１月３０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１６８号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の

規定により指定した介護機関を次のように廃止した旨の届出

があった。

平成１６年１月３０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１６９号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（居宅介護事業者）を次のように指定した

。

平成１６年１月３０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １．５

最大 ２．０

通常 １．５

最大 ２．０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３未満

最大 ３未満

通常 ３未満

最大 ３未満

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．２

最大 ０．４

通常 ０．２

最大 ０．４

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．０２

最大 ０．０４

通常 ０．０２

最大 ０．０４

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ６，５３３，３１３

最大 ６，５３３，５３２

通常 ６，５３３，３１３

最大 ６，５３３，８６５

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．０２

最大 ０．０４

通常 ０．０２

最大 ０．０４

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ５，６１７，０６５

最大 ５，６１７，４７５

通常 ５，６１７，０６５

最大 ５，６１８，８４５

備考 この他に、雨水排水口が１２箇所ある。

介護機関の名称
開設者の氏名
又 は 名 称

所 在 地
指 定
年 月 日

医療法人鈴木外
科

医療法人鈴木外
科

北宇和郡吉田町大字北
小路甲９６番地２

平成１５年
１２月８日

介護機関の名称
開設者の氏名
又 は 名 称

所 在 地
廃 止
年 月 日

鈴 木 外 科 鈴 木 勝 博 北宇和郡吉田町大字北
小路甲９６番地２

平成１５年
１２月８日

汚水等の汚

染状態の値

項 目 変 更 前 変 更 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ７．８～８．３

最大 ７．８～８．３

通常 ７．８～８．３

最大 ７．８～８．３

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １．５

最大 ２．０

通常 １．５

最大 ２．０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３未満

最大 ３未満

通常 ３未満

最大 ３未満

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．２

最大 ０．４

通常 ０．２

最大 ０．４

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

医療法人大志会 八幡浜市古町一丁目６番１２
号 訪問介護事業所うちこ園 喜多郡内子町知清５４４番地 平成１５年１２月１５日

医療法人鈴木外科 北宇和郡吉田町大字北小路
甲９６番地２ 医療法人鈴木外科 北宇和郡吉田町大字北小路

甲９６番地２ 平成１５年１２月８日

有限会社介護センター津島 北宇和郡津島町北灘乙２０４１
番地

介護センター津島指定訪問
介護事業所

北宇和郡津島町北灘乙２０４１
番地 平成１５年１１月１４日

株式会社幸燿 香川県高松市田村町９４８ 株式会社幸燿愛媛事業部新
居浜営業所 新居浜市田所町２－２５ 平成１５年１１月４日

新居浜医療生活協同組合 新居浜市新田町一丁目９番
９号 デイサービスのんびりさん 新居浜市桜木町８番３７号 平成１５年１１月１８日

新居浜医療生活協同組合 新居浜市新田町一丁目９番
９号 中萩診療所 新居浜市萩生１０６１ 平成１６年１月７日
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�愛媛県告示第１７０号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（居宅介護支援事業者）を次のように指定

した。

平成１６年１月３０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１７１号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護事業者）の居宅介護事業

を行う事業所の名称が次のように変更された。

平成１６年１月３０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１７２号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護事業者）の居宅介護事業

を行う事業所の所在地が次のように変更された。

平成１６年１月３０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１７３号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護事業者）の主たる事務所

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 支 援 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 支 援 事 業 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

医療法人大志会 八幡浜市古町一丁目６番１２
号

居宅介護支援事業所うちこ
園

喜多郡内子町内子丙１８番地
１７ 平成１５年１２月１５日

有限会社介護センター津島 北宇和郡津島町北灘乙２０４１
番地

介護センター津島指定居宅
介護支援事業所

北宇和郡津島町北灘乙２０４１
番地 平成１５年１１月１４日

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

有限会社ワードアイ 今治市東村五丁目８番３５号

（変更後）
おかげさん

今治市東村五丁目８番３５号 平成１５年１１月１日
（変更前）
介護ショップおかげさん

株式会社トーカイ 香川県高松市鶴市町２０２５番
地３

（変更後）
株式会社トーカイ訪問入浴
サービス今治出張所 今治市桜井二丁目甲１５８２－

１ 平成１５年３月１日
（変更前）
株式会社トーカイ今治出張
所

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

株式会社トーカイ 香川県高松市鶴市町２０２５番
地３

株式会社トーカイ訪問入浴
サービス今治出張所

（変更後）
今治市東村南二丁目２－１３

平成１５年７月２８日
（変更前）
今治市桜井二丁目甲１５８２－
１

社会福祉法人恩賜財団済生
会支部愛媛県済生会 松山市大手町二丁目６－２３ 済生会今治訪問介護事業所

さいせい

（変更後）
今治市北日吉町一丁目７番
４３号

平成１５年１２月１日
（変更前）
今治市喜多村七丁目２番４１
号

社会福祉法人恩賜財団済生
会支部愛媛県済生会 松山市大手町二丁目６－２３ 済生会今治訪問看護ステー

ション

（変更後）
今治市北日吉町一丁目７番
４３号

平成１５年１２月１日
（変更前）
今治市喜多村七丁目１番６
号
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の所在地及び居宅介護事業を行う事業所の所在地が次のように変更された。

平成１６年１月３０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１７４号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護事業者）の主たる事務所

の所在地が次のように変更された。

平成１６年１月３０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１７５号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護支援事業者）の居宅介護

支援事業を行う事業所の所在地が次のように変更された。

平成１６年１月３０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１７６号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護支援事業者）の主たる事

務所の所在地が次のように変更された。

平成１６年１月３０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

吉田興産有限会社

（変更後）
北宇和郡広見町大字内深田
１０６７番地２

介護福祉サービスさくら

（変更後）
北宇和郡広見町大字内深田
１０６７番地２

平成１５年１１月４日
（変更前）
北宇和郡広見町芝４２番地３

（変更前）
北宇和郡広見町芝４２番地３

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

吉田興産株式会社

（変更後）
北宇和郡広見町大字内深田
１０６７番地２

グループホームさくら 北宇和郡広見町内深田１０６７
番地２ 平成１５年１１月４日

（変更前）
北宇和郡広見町芝４２番地３

社会福祉法人恩賜財団済生
会支部愛媛県済生会

（変更後）
松山市山西町９９７番地１

済生会今治訪問介護事業所
さいせい

今治市北日吉町一丁目７番
４３号 平成１５年１２月２日

（変更前）
松山市大手町二丁目６－２３

社会福祉法人恩賜財団済生
会支部愛媛県済生会

（変更後）
松山市山西町９９７番地１

済生会今治訪問看護ステー
ション

今治市北日吉町一丁目７番
４３号 平成１５年１２月２日

（変更前）
松山市大手町二丁目６－２３

社会福祉法人恩賜財団済生
会支部愛媛県済生会

（変更後）
松山市山西町９９７番地１

済生会今治老人保健施設希
望の園

今治市喜多村七丁目１番６
号 平成１５年１２月２日

（変更前）
松山市大手町二丁目６－２３

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 支 援 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 支 援 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

社会福祉法人恩賜財団済生
会支部愛媛県済生会 松山市大手町二丁目６－２３ 済生会今治指定居宅介護支

援事業所さいせい

（変更後）
今治市北日吉町一丁目７番
４３号

平成１５年１２月１日
（変更前）
今治市喜多村七丁目１番６
号
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�愛媛県告示第１７７号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護事業者）から、居宅介護

事業を次のように廃止した旨の届出があった。

平成１６年１月３０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１７８号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護支援事業者）から、居宅

介護支援事業を次のように廃止した旨の届出があった。

平成１６年１月３０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１７９号
児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２１条の１０第１項の規定により、次のとおり指定居宅支援事業者を指定した。

平成１６年１月３０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 支 援 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 支 援 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

社会福祉法人恩賜財団済生
会支部愛媛県済生会

（変更後）
松山市山西町９９７番地１

済生会今治指定居宅介護支
援事業所さいせい

今治市北日吉町一丁目７番
４３号 平成１５年１２月２日

（変更前）
松山市大手町二丁目６－２３

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

廃 止 に 係 る 居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
廃 止 年 月 日

名 称 所 在 地

鈴 木 勝 博 北宇和郡吉田町大字北小路
甲９６番地 鈴木外科 北宇和郡吉田町大字北小路

甲９６番地２ 平成１５年１２月８日

株式会社コムスン 東京都港区六本木四丁目８
番５号

株式会社コムスン今治ケア
センター 今治市末広町２－３－１５ 平成１４年９月３０日

株式会社コムスン 東京都港区六本木四丁目８
番５号

株式会社コムスン北条ケア
センター 北条市久保３９５－１３ 平成１２年９月３０日

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 支 援 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

廃止に係る居宅介護支援事業を行う事業所
廃 止 年 月 日

名 称 所 在 地

株式会社コムスン 東京都港区六本木四丁目８
番５号

株式会社コムスン今治ケア
センター 今治市末広町２－３－１５ 平成１４年９月３０日

株式会社コムスン 東京都港区六本木四丁目８
番５号

株式会社コムスン北条ケア
センター 北条市久保３９５－１３ 平成１２年９月３０日

事業者番号
指 定 居 宅 支 援 事 業 者

サービスの種類
指 定 居 宅 支 援 事 業 所 指 定

年 月 日名 称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８０００３００１０６１１５ 株式会社コムスン 東京都港区六本木六
丁目１０番１号 折 口 雅 博 児童居宅介護 株式会社コムスン宇

和島ケアセンター
宇和島市佐伯町２－
３－２１

平成１６年
１月１５日

３８０００３００１０７１１３ 株式会社コムスン 東京都港区六本木六
丁目１０番１号 折 口 雅 博 児童居宅介護

株式会社コムスン今
治天保山ケアセンタ
ー

今治市天保山町三丁
目１番３

平成１６年
１月１５日

３８０００３００１０８１１１ 株式会社コムスン 東京都港区六本木六
丁目１０番１号 折 口 雅 博 児童居宅介護 株式会社コムスン四

国中央ケアセンター
川之江市上分町３５８
番地１

平成１６年
１月１５日

３８０００３００１０９１１９ 有限会社糸山タクシー
今治市高部甲１５４番
地１ 越 智 惇 児童居宅介護 糸山ケアサービス 今治市高部甲１５４番

地１
平成１６年
１月１５日

３８０００３００１１０１１７ 有限会社ライズ 宇和島市佐伯町一丁
目１番１３号 富 永 綾 児童居宅介護 ヘルパーステーショ

ンこころ
宇和島市佐伯町一丁
目１番１３号

平成１６年
１月１５日
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�愛媛県告示第１８０号
身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１７条の４第１項の規定により、次のとおり指定居宅支援事業者を指定した。

平成１６年１月３０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１８１号
知的障害者福祉法（昭和３５年法律第３７号）第１５条の５第１項の規定により、次のとおり指定居宅支援事業者を指定した。

平成１６年１月３０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１８２号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項本文の規定により、次のとおり指定居宅サービス事業者を指定した。

平成１６年１月３０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

３８０００３００１１１１１５ 有限会社アシストジャパン
松山市久米窪田町１１
６４番地３ 高 橋 誠 児童居宅介護

アシストジャパンヘ
ルパーステーション
東予

新居浜市東雲町２－
１２－４４

平成１６年
１月１５日

事業者番号
指 定 居 宅 支 援 事 業 者

サービスの種類
指 定 居 宅 支 援 事 業 所 指 定

年 月 日名 称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８０００１００１２０１１８ 株式会社コムスン 東京都港区六本木六
丁目１０番１号 折 口 雅 博 身体障害者居

宅介護
株式会社コムスン今
治天保山ケアセンタ
ー

今治市天保山町三丁
目１番３

平成１６年
１月１５日

３８０００１００１２１１１６ 株式会社コムスン 東京都港区六本木六
丁目１０番１号 折 口 雅 博 身体障害者居

宅介護
株式会社コムスン四
国中央ケアセンター

川之江市上分町３５８
番地１

平成１６年
１月１５日

３８０００１００１２２１１４ 有限会社糸山タクシー
今治市高部甲１５４番
地１ 越 智 惇 身体障害者居

宅介護 糸山ケアサービス 今治市高部甲１５４番
地１

平成１６年
１月１５日

３８０００１００１２３１１２ 有限会社ライズ 宇和島市佐伯町一丁
目１番１３号 富 永 綾 身体障害者居

宅介護
ヘルパーステーショ
ンこころ

宇和島市佐伯町一丁
目１番１３号

平成１６年
１月１５日

３８０００１００１２４１１０ 有限会社アシストジャパン
松山市久米窪田町１１
６４番地３ 高 橋 誠 身体障害者居

宅介護
アシストジャパンヘ
ルパーステーション
東予

新居浜市東雲町２－
１２－４４

平成１６年
１月１５日

事業者番号
指 定 居 宅 支 援 事 業 者

サービスの種類
指 定 居 宅 支 援 事 業 所 指 定

年 月 日名 称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８０００２００１４１１１３ 株式会社コムスン 東京都港区六本木六
丁目１０番１号 折 口 雅 博 知的障害者居

宅介護
株式会社コムスン宇
和島ケアセンター

宇和島市佐伯町２－
３－２１

平成１６年
１月１５日

３８０００２００１４２１１１ 株式会社コムスン 東京都港区六本木六
丁目１０番１号 折 口 雅 博 知的障害者居

宅介護
株式会社コムスン今
治天保山ケアセンタ
ー

今治市天保山町三丁
目１番３

平成１６年
１月１５日

３８０００２００１４３１１９ 株式会社コムスン 東京都港区六本木六
丁目１０番１号 折 口 雅 博 知的障害者居

宅介護
株式会社コムスン四
国中央ケアセンター

川之江市上分町３５８
番地１

平成１６年
１月１５日

３８０００２００１４４１１７ 有限会社糸山タクシー
今治市高部甲１５４番
地１ 越 智 惇 知的障害者居

宅介護 糸山ケアサービス 今治市高部甲１５４番
地１

平成１６年
１月１５日

３８０００２００１４５１１４ 有限会社ライズ 宇和島市佐伯町一丁
目１番１３号 富 永 綾 知的障害者居

宅介護
ヘルパーステーショ
ンこころ

宇和島市佐伯町一丁
目１番１３号

平成１６年
１月１５日

３８０００２００１４６１１２ 有限会社アシストジャパン
松山市久米窪田町１１
６４番地３ 高 橋 誠 知的障害者居

宅介護
アシストジャパンヘ
ルパーステーション
東予

新居浜市東雲町２－
１２－４４

平成１６年
１月１５日

介 護 保 険
事業者番号

指定居宅サービス
事業者の開設者の
名 称 又 は 氏 名

開 設 者 の 主 た る
事 務 所 の 所 在 地
又 は 住 所

サービスの種類
指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 所

指定年月日
名 称 所 在 地

３８１０２１０６０３
社会福祉法人恩賜財団
済生会支部愛媛県済生
会

愛媛県松山市山西町９９
７－１

通所リハビリテ
ーション

社会福祉法人恩賜財団
済生会今治第二病院

愛媛県今治市北日吉町
一丁目７番４３号 平成１５年１２月１日

３８７０３００５１８ 有限会社ライズ 愛媛県宇和島市佐伯町
一丁目１－１３ 訪問介護 ヘルパーステーション

こころ
愛媛県宇和島市佐伯町
一丁目１－１３ 平成１５年１２月１日

３８７０１０３４２５ 株式会社コムスン 東京都港区六本木６－
１０－１ 訪問入浴介護 株式会社コムスン松山

東部ケアセンター
愛媛県松山市北久米町
５６０－３ 平成１５年１２月４日

３８７１０００３４９ 株式会社ケアメイツ・
ネットワーク

愛媛県松山市天山二丁
目５番５号 訪問介護 アトムケアサポート伊

予
愛媛県伊予市下吾川１５
１３－４ 平成１５年１２月４日
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�愛媛県告示第１８３号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４６条第１項の規定により、次のとおり指定居宅介護支援事業者を指定した。

平成１６年１月３０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１８４号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４８条第１項第３号の規定により、次のとおり指定介護療養型医療施設を指定した。

平成１６年１月３０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１８５号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７５条の規定により、指定居宅サービス事業者から、次のとおり指定居宅サービス事

業所の名称を変更した旨の届出があった。

平成１６年１月３０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１８６号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７５条の規定により、指定居宅サービス事業者から、次のとおり指定居宅サービス事

業所の所在地を変更した旨の届出があった。

平成１６年１月３０日

３８７０１０３７２２ 有限会社アイファミリ
ー

愛媛県松山市今在家一
丁目１１番１２号

痴呆対応型共同
生活介護

グループホームファミ
リー

愛媛県松山市北梅本町
甲３２６４ 平成１５年１２月１９日

３８７０２００８１７ 愛警サービス株式会社
愛媛県今治市北宝来町
一丁目２番２０愛媛県警
備ビル４階

訪問介護 愛警サービス株式会社
愛媛県今治市北宝来町
一丁目２番２０愛媛県警
備ビル４階

平成１５年１２月１９日

３８７０１０３７３０ 社会福祉法人喜久寿 愛媛県温泉郡重信町北
野田５３３－１

痴呆対応型共同
生活介護

グループホームウェル
ケアみどろ

愛媛県松山市水泥町１３
２番地１ 平成１５年１２月２４日

３８７０１０３７４８ 社会福祉法人喜久寿 愛媛県温泉郡重信町北
野田５３３－１ 通所介護

指定通所介護事業所デ
イサービスセンターウ
ェルケアみどろ

愛媛県松山市水泥町１３
２番地１ 平成１５年１２月２４日

３８７０３００５３４ 株式会社丸三 愛媛県宇和島市坂下津
甲４０７ 福祉用具貸与 株式会社丸三 愛媛県宇和島市坂下津

甲４０７ 平成１５年１２月２５日

介 護 保 険
事業者番号

指定居宅介護支援
事業者の開設者の
名 称 又 は 氏 名

開 設 者 の 主 た る
事 務 所 の 所 在 地
又 は 住 所

サービスの種類
指 定 居 宅 介 護 支 援 事 業 所

指定年月日
名 称 所 在 地

３８７０２００８０９
社会福祉法人恩賜財団
済生会支部愛媛県済生
会

愛媛県松山市山西町９９
７－１ 居宅介護支援 在宅介護支援センター

さいせい
愛媛県今治市喜田村７
－１－６ 平成１５年１２月１日

３８７０３００５２６ 介護サービスあすなろ
有限会社

愛媛県宇和島市本町追
手二丁目１番４１号 居宅介護支援 介護サービスあすなろ

有限会社
愛媛県宇和島市本町追
手二丁目１番４１号 平成１５年１２月１９日

３８７１０００３５６ 有限会社たちばな 愛媛県伊予市灘町１３６
番地２ 居宅介護支援 居宅介護支援事業所ハ

ートフルたちばな
愛媛県伊予市灘町１３６
番地２ 平成１５年１２月２４日

３８７０２００８２５ 有限会社いよ路サービ
ス

愛媛県今治市鯉池町一
丁目１番２２号 居宅介護支援 有限会社いよ路サービ

ス
愛媛県今治市鯉池町一
丁目１番２２号 平成１５年１２月２５日

介 護 保 険
事業者番号

指 定 介 護 療 養 型
医療施設の開設者の
名 称 又 は 氏 名

開 設 者 の 主 た る
事 務 所 の 所 在 地
又 は 住 所

サービスの種類
指 定 介 護 療 養 型 医 療 施 設

指定年月日
名 称 所 在 地

３８１３０２８０７７ 新宮村 愛媛県宇摩郡新宮村大
字新宮４６１番地

介護療養型医療
施設

新宮村国民健康保険診
療所

愛媛県宇摩郡新宮村新
宮５０番地 平成１５年１１月１日

介 護 保 険
事業者番号

指定居宅サービス
事業者の開設者の
名 称 又 は 氏 名

開 設 者 の 主 た る
事 務 所 の 所 在 地
又 は 住 所

サービス
の 種 類

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 所
届 出
年 月 日名 称

所 在 地
変 更 前 変 更 後

３８１０５２８２５１ 医療法人社団久和会 愛媛県新居浜市喜光地
町１－１３－２９

短期入所
療養介護

医療法人社団久和
会立花外科病院

医療法人社団久和
会立花病院

愛媛県新居浜市喜光
地町一丁目１３番２９号

平成１５年
１２月１日

３８６０５９００７８ 社団法人新居浜市医師
会

愛媛県新居浜市庄内町
４－７－５４ 訪問看護 訪問看護ステーシ

ョン医師会中央
訪問看護ステーシ
ョン医師会

愛媛県新居浜市庄内
町４－７－５４

平成１５年
１２月１日
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愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１８７号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７５条の規定により、指定居宅サービス事業者から、次のとおり指定居宅サービス

事業を廃止した旨の届出があった。

平成１６年１月３０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１８８号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第８２条の規定により、指定居宅介護支援事業者から、次のとおり指定居宅介護支援事

業所の所在地を変更した旨の届出があった。

平成１６年１月３０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

介 護 保 険
事業者番号

指定居宅サービス
事業者の開設者の
名 称 又 は 氏 名

開 設 者 の 主 た る
事 務 所 の 所 在 地
又 は 住 所

サービスの種類
廃止に係る指定居宅サービス事業所

届出年月日
名 称 所 在 地

３８７３５００６０１ 株式会社ケアメイツ・
ネットワーク

愛媛県松山市天山二丁
目５番５号 訪問介護 アトムケアサポート砥

部
愛媛県伊予郡砥部町高
尾田７１８番地 平成１５年１２月４日

介 護 保 険
事業者番号

指定居宅介護支援
事業者の開設者の
名 称 又 は 氏 名

開 設 者 の 主 た る
事 務 所 の 所 在 地
又 は 住 所

サービス
の 種 類

指 定 居 宅 介 護 支 援 事 業 所
届 出
年 月 日名 称

所 在 地
変 更 前 変 更 後

３８７０８００２８５ うま農業協同組合 愛媛県伊予三島市金子
２－４－２３

居宅介護
支援

ＪＡうま居宅介護支
援センター

愛媛県伊予三島市
中央１－１－２７

愛媛県川之江市妻
鳥町１５２５番地

平成１５年
１１月１日

３８７０１００３１４ 社会福祉法人白寿会 愛媛県松山市天山町２
－５－５

居宅介護
支援

松山市在宅介護支援
センターれんげ荘指
定居宅介護支援事業
所

愛媛県松山市東石
井町１８３

愛媛県松山市東石
井一丁目１１番３０号

平成１５年
１１月２５日

３８７０１０１０３１ 有限会社山起会ライフ
サプライ

愛媛県松山市東石井三
丁目３番５号

居宅介護
支援

有限会社山起会ライ
フサプライ

愛媛県松山市東石
井町１２２－５

愛媛県松山市東石
井三丁目３番５号

平成１５年
１１月２５日

介 護 保 険
事業者番号

指定居宅サービス
事業者の開設者の
名 称 又 は 氏 名

開 設 者 の 主 た る
事 務 所 の 所 在 地
又 は 住 所

サービス
の 種 類

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 所
届 出
年 月 日名 称

所 在 地
変 更 前 変 更 後

３８７０８００２８５ うま農業協同組合 愛媛県伊予三島市金子
２－４－２３ 訪問介護 ＪＡうま居宅介護支

援センター
愛媛県伊予三島市
中央１－１－２７

愛媛県川之江市妻
鳥町１５２５番地

平成１５年
１１月１日

３８７０８００２８５ うま農業協同組合 愛媛県伊予三島市金子
２－４－２３

福祉用具
貸与

ＪＡうま居宅介護支
援センター

愛媛県伊予三島市
中央１－１－２７

愛媛県川之江市妻
鳥町１５２５番地

平成１５年
１１月１日

３８５７７８００１３ 社会福祉法人白寿会 愛媛県松山市天山町２
－５－５

通所リハ
ビリテー
ション

老人保健施設れんげ
荘

愛媛県松山市東石
井町１８３

愛媛県松山市東石
井一丁目１１番３０号

平成１５年
１１月２５日

３８５７７８００１３ 社会福祉法人白寿会 愛媛県松山市天山町２
－５－５

短期入所
療養介護

老人保健施設れんげ
荘

愛媛県松山市東石
井町１８３

愛媛県松山市東石
井一丁目１１番３０号

平成１５年
１１月２５日

３８６０１９００１０ 社会福祉法人白寿会 愛媛県松山市天山町２
－５－５ 訪問看護 れんげ荘老人訪問看

護ステーション
愛媛県松山市東石
井町１８３

愛媛県松山市東石
井一丁目１１番３０号

平成１５年
１１月２５日

３８７０１００８５０ 社会福祉法人白寿会 愛媛県松山市天山町２
－５－５ 訪問介護 ヘルパーステーショ

ンれんげ
愛媛県松山市東石
井町１８３

愛媛県松山市東石
井一丁目１１番３０号

平成１５年
１１月２５日

３８７０１０１０３１ 有限会社山起会ライフ
サプライ

愛媛県松山市東石井三
丁目３番５号 訪問介護 有限会社山起会ライ

フサプライ
愛媛県松山市東石
井町１２２－５

愛媛県松山市東石
井三丁目３番５号

平成１５年
１１月２５日

３８７０１０１０３１ 有限会社山起会ライフ
サプライ

愛媛県松山市東石井三
丁目３番５号

福祉用具
貸与

有限会社山起会ライ
フサプライ

愛媛県松山市東石
井町１２２－５

愛媛県松山市東石
井三丁目３番５号

平成１５年
１１月２５日

３８６０２９０３６４
社会福祉法人恩賜財団
済生会支部愛媛県済生
会

愛媛県松山市山西町９９
７－１ 訪問看護 済生会今治訪問看護

ステーション
愛媛県今治市喜田
村７－１－６

愛媛県今治市北日
吉町１－７－４３

平成１５年
１２月１日

３８７０１０２４４３ 特定非営利活動法人支
援センターえひめ

愛媛県松山市谷町甲６０
番地２ 訪問介護 ＮＰＯ支援センター

えひめ
愛媛県松山市谷町
甲６０番地２

愛媛県松山市姫原
三丁目８番２９ＵＫ
ＥＮＡ姫原Ｉ ３
Ｆ南

平成１５年
１２月１日

３８７０２００１５５
社会福祉法人恩賜財団
済生会支部愛媛県済生
会

愛媛県松山市山西町９９
７－１ 訪問介護 済生会今治訪問介護

事業所さいせい
愛媛県今治市喜田
村７－２－４１

愛媛県今治市北日
吉町１－７－４３

平成１５年
１２月１日

３８７０２００１５５
社会福祉法人恩賜財団
済生会支部愛媛県済生
会

愛媛県松山市山西町９９
７－１

訪問入浴
介護

済生会今治訪問介護
事業所さいせい

愛媛県今治市喜田
村７－２－４１

愛媛県今治市北日
吉町１－７－４３

平成１５年
１２月１日
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�愛媛県告示第１８９号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第１項の規定による届出があったので、同条第

３項において準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び松山地方局産業経済部商工労政課並びに伊予市役所において告示

の日から４月間縦覧に供する。

平成１６年１月３０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 変更の届出の概要

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有

する者は、告示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び松山地方局産業

経済部商工労政課並びに伊予市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�愛媛県告示第１９０号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第２項の規定による届出があったので、同条第

３項において準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出及び法第６条第３項において準用する法第５条第２項の添付書類は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び

松山地方局産業経済部商工労政課並びに伊予市役所において告示の日から４月間縦覧に供する。

平成１６年１月３０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 変更の届出の概要

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有

する者は、告示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び松山地方局産業

経済部商工労政課並びに伊予市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

３８７０１０２４４３ 特定非営利活動法人支
援センターえひめ

愛媛県松山市谷町甲６０
番地２

居宅介護
支援

ＮＰＯ支援センター
えひめ

愛媛県松山市谷町
甲６０番地２

愛媛県松山市姫原
三丁目８番２９ＵＫ
ＥＮＡ姫原Ｉ ３
Ｆ南

平成１５年
１２月１日

３８７０２０００５６
社会福祉法人恩賜財団
済生会支部愛媛県済生
会

愛媛県松山市山西町９９
７－１

居宅介護
支援

済生会今治指定居宅
介護支援事業所さい
せい

愛媛県今治市喜田
村７－１－６

愛媛県今治市北日
吉町１－７－４３

平成１５年
１２月１日

３８１３６１００２３ 医療法人里久会 愛媛県喜多郡五十崎町
平岡１３５－１

居宅介護
支援 土居内科外科医院

愛媛県喜多郡五十
崎町平岡甲１３９－
１

愛媛県喜多郡五十
崎町平岡甲１３５－
１

平成１５年
１２月１０日

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更した事項 変 更 前 変 更 後 変 更 の

年 月 日
届 出
年 月 日

フジグラン伊予 伊予市米湊字安広７２
８番地３ 大規模小売店舗の名称 フジグラン伊予 フジ伊予店 平成１６年

１月７日
平成１６年
１月８日

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更しようとする事項 変 更 前 変 更 後 変更する

年 月 日
届 出
年 月 日

フジ伊予店 伊予市米湊字安広７２
８番地３

フジ店舗南西側別敷地駐車
場の自動車の出入口の位置
（１箇所）

敷地西側部分 敷地西側部分（東
側に移設）

平成１６年
１月９日

平成１６年
１月８日
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�愛媛県告示第１９１号
次の保安林を解除予定保安林にしたから、森林法（昭和２６

年法律第２４９号）第３０条の２第１項の規定により告示する。

平成１６年１月３０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 解除予定保安林の所在場所

北宇和郡津島町大字高田丁６２６の５、丁６２７の９

２ 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

３ 解除の理由

道路用地とするため

�������
�愛媛県告示第１９２号
次の保安林を解除予定保安林にしたから、森林法（昭和２６

年法律第２４９号）第３０条の２第１項の規定により告示する。

平成１６年１月３０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１� 解除予定保安林の所在場所

北宇和郡津島町岩松字保木ノ上乙１９１の５

� 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

� 解除の理由

道路用地とするため

２� 解除予定保安林の所在場所

北宇和郡津島町岩松字保木ノ上乙１９１の２

� 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

� 解除の理由

指定理由の消滅

�������
�愛媛県告示第１９３号
次の保安林を解除予定保安林にしたから、森林法（昭和２６

年法律第２４９号）第３０条の２第１項の規定により告示する。

平成１６年１月３０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 解除予定保安林の所在場所

南宇和郡城辺町僧都８７８の８から８７８の１３まで、８７９の

１０、８７９の１１

２ 保安林として指定された目的

水源のかん養

３ 解除の理由

道路用地とするため

�������
�愛媛県告示第１９４号
漁業災害補償法による一定区域の設定及び加入区の設定の

廃止（昭和６３年１０月愛媛県告示第１１８３号）の一部を次のよう

に改正し、平成１６年２月２日から施行する。

平成１６年１月３０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

表上浦加入区の項を次のように改め、同表御島加入区の項

を削る。

大三島加入区 大三島漁業協同組合の地区

�������
�愛媛県告示第１９５号
土地収用法（昭和２６年法律第２１９号）第３４条の３の規定に

より、次のとおり収用及び使用の手続の開始を告示する。

平成１６年１月３０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 起業者の名称

愛媛県

２ 事業の種類

県道鳥井喜木津線改築工事（伊方越バイパス・愛媛県西

宇和郡伊方町亀浦地内から同県同郡同町伊方越地内まで）

及び町道付替工事・河川改修工事並びにこれらに伴う附帯

工事

３ 手続が開始される土地

� 収用の手続が開始される土地

愛媛県西宇和郡伊方町伊方越地内

� 使用の手続が開始される土地

愛媛県西宇和郡伊方町伊方越地内

４ 手続が開始される土地を表示する図面の縦覧場所

愛媛県伊方町役場

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�愛媛県告示第１９６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年１月３０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 柳沢新谷停車場線
大洲市喜多山字猿田乙６４番５から

同市喜多山字下組乙４４番５まで

旧 ４．３～２０．０ ０．３６３

新 ８．０～３２．０ ０．３６０
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正 誤

�正 誤

平成１５年１０月１７日付け第１５０１号愛媛県告示第１９９９号（瀬戸

内海環境保全特別措置法第５条による特定施設の設置の許可

申請の概要）中

�愛媛県告示第１９７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年１月３０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１９８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、宇和島地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年１月３０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１９９号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成１６年１月３０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 柳沢新谷停車場線
大洲市喜多山字猿田乙６４番５から

同市喜多山字下組乙４４番５まで
平成１６年１月３０日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 �淵下波線
宇和島市遊子７１６番地先から

同市遊子８３５番地先まで

旧 １３．７～２４．０ ０．１５３

新 １４．６～３９．６ ０．１４９

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

１５松局伊土検（開）第４３号

平成１６年１月１９日
伊予郡松前町大字神崎字藪ノ鼻３４６番３

松山市土居町１０２２番地７
メゾンエクレールＡ－２０５号
西 原 知 子

１５西局丹土（開）第２１号

平成１６年１月１９日
東予市三津屋大字三津屋４５６番地１及び北条大字北条１６３６番１

西条市神拝甲３０番地の２４
有限会社 みうら不動産
代表取締役 三 浦 勉

１５松局建（開）第２７号

平成１６年１月２０日

北条市小川字盛信甲３４番４、甲３４番２７、甲３４番３４、甲３４番３５及び甲
３４番３６

今治市別宮町一丁目２番地３
キスケ株式会社
代表取締役 山 路 義 則

１５三土（開）第８号

平成１６年１月２１日

宇摩郡土居町大字野田乙１２２番１、乙１２３番１、乙１２３番２、乙１２４番
、乙１２６番１、乙１２６番２、乙１２６番３、乙１２６番４、乙１２６番５、乙１
２６番６、乙１２７番１、乙１２７番６、乙１２７番７、乙１２７番９及び乙１２７
番１０

宇摩郡土居町大字野田乙１２６番地１
ペガサス運輸株式会社
代表取締役 矢 野 達 夫

ページ 箇 所 誤 正

１１００ 上から１４行目 西条市ひうち字東ひ
うち１８－２５

西条市ひうち字東ひ
うち１８－２４
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